
問Ⅹ－４－①（公益目的財産額と貸借対照表との関係） 

一般社団・財団法人に移行する場合には、土地などを時価評価することとされていま

すが、会計基準に基づき法人の財務諸表（貸借対照表）を作り直さなければならないの

ですか。 

答 
１ ご質問の時価評価については、あくまでも公益目的財産額を算定するために必要とさ

れているものです。 

 

２ このため、一般社団・財団法人に移行しようとする場合について、法人の貸借対照表

上の資産を時価評価して、貸借対照表を作り直す必要はありません。 

 

（参照条文） 

整備法第 60 条 第 44 条の認定又は第 45 条の認可の申請をする特例民法法人は、内閣府令

で定めるところにより、計算書類（貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この節にお

いて同じ。）及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 

２ 前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録（一般社団・

財団法人法第 10 条第２項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。）を

もって作成することができる。 

 

整備法施行規則第 14 条 整備法第 119 条第１項に規定する公益目的財産額は、第２条第１

項ただし書の事業年度（事業年度に関する規定を定める他の法律の規定により移行の登

記をした日の属する事業年度の開始の日から移行の登記をした日までの期間が当該法人

の事業年度とみなされる場合にあっては、当該期間）の末日（以下「算定日」という。）

における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に第１号に掲げる額を加算し、第２号、

第３号及び第４号に掲げる額を減算して得た額とする。 

一 特例民法法人が算定日において次に掲げる資産（以下「時価評価資産」という。）

を有する場合の当該時価評価資産の算定日における時価が算定日における帳簿価

額を超える場合のその超える部分の額 

イ 土地又は土地の上に存する権利 

ロ 有価証券 

ハ 書画、骨とう、生物その他の資産のうち算定日における帳簿価額と時価との差

額が著しく多額である資産 

二 特例民法法人が算定日において時価評価資産を有する場合の当該時価評価資産の

算定日における帳簿価額が算定日における時価を超える場合のその超える部分の

額 

三 基金の額 

四 前号に掲げるもののほか、貸借対照表の純資産の部に計上すべきもののうち支出

又は保全が義務付けられていると認められるものの額 

２ 前項の規定により貸借対照表の純資産の部に加算され、又は減算された時価評価資

産については、この章の規定の適用に当たっては、当該時価評価資産の帳簿価額は、

当該加算された額が増額され、又は当該減算された額が減額されたものとみなす。 


